
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

県健康増進課がん対策係 ☎099-286-2721 

または 

お住まいの市町村のがん検診担当課 

職場の健康管理担当者様へ 

～従業員の皆さんへ「市町村のがん検診」の案内をお願いします～ 

■ がん患者の約４人に１人は就労世代でがんに罹患しています 

 本県の令和３年のがん罹患者数 13,287 人のうち，20歳～64 歳までの方
は 3,063 人となっており，がん患者の約４人に１人は就労世代でがんに罹
患しています。 
 

■ 自覚症状がないうちにがん検診を受けることが大事です 

  多くのがんは早く見つけて治療を始めれば約９割は治ります。 
しかし，小さいがんは，痛みなどの症状は何もないことがほとんどです。 
症状が出る前にがんを見つけるには，定期的にがん検診を受けることが大切

です。 
 

■  

 

 

 

 

  職場でがん検診を実施していない
場合は，市町村のがん検診を受ける
ことができます。 

  ほとんどの市町村では，がん検診
の費用の多くを公費で負担してお
り，一部の自己負担でがん検診を受
けることができます。（事業所の費
用負担はありません。） 

■ 案内のポイント 

市町村窓口一覧 

 ・ がん検診のお知らせが送付されるタイミングは，市町村により様々です。 
   お知らせが届いたら，必ず中身を確認するように案内してください。 
 ・ お知らせが届かない場合や，料金や日程を確認したい場合は，各市町村のホ

ームページを確認するか，市町村窓口に問い合わせるよう案内してください。 
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障害者差別解消法改正（令和６年４月〜）

合理的配慮の提供とは︖︕
障害のある人から、
社会の中にあるバリア（障壁）を取り除くために
「何らかの対応を必要としている」との意思が表示
されたときに、
負担が重すぎない範囲で対応することです。

具体例は︖（障害のある人からの申出とその対応）︕
テーブルに備え付けの椅子を
片付けて、車いすのまま利用
できるスペースを確保した。

飲食店などを車いす
のまま利用したい

太いペンで大きな文字を書い
て筆談を行った。

難聴、弱視のため大き
な文字での筆談を希望

詳細は県のホームページ等をご覧ください

鹿児島県 障害者差別解消

内閣府リーフレット

知っていますか︖
合理的配慮

事業者による合理的配慮の提供が義務になりました。

【お問い合わせ先】
障害者くらし安心相談窓口
099（286）5110（県庁）
0994（52）2108（大隅）
0997（57）7222（大島）

内閣府「つなぐ窓口」
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職場でジェンダー平等や女性活躍を学ぶための
アドバイザーを派遣します！

性別にかかわりなく，誰もが働きやすく働きがいのある環境づくりを推進するため，企業や経済
団体等にアドバイザーを派遣します！

★昨年度の反響
受講者の95％が講義内容に満足と回答しています！！

★受講者の声（アンケートより抜粋）
・ジェンダー平等を推進することで，企業側・従業員側の全てにおいて利益が発生し，よりよい生

活や未来につながっていくのだと思った。
・大変分かりやすく，学びの多い研修でした。

・令和８年３月まで
・22団体程度

（定数に達し次第，受付終了）

派遣期間・募集数

１．社内の意識改革研修

２．男性の育児・介護休業取得のための
支援

３．女性活躍推進法に基づく一般事業主
行動計画の策定支援

４．制度改善業務の支援 等

研修内容（メニュー例）

○渥美 由喜さん
（ダイバーシティ＆ワークライフバラン

スコンサルタント）

○髙﨑 恵さん
（オフィスピュア/ワークショップデザ

イナー）

○たもつ ゆかりさん
（オフィスピュア代表/男女共同参画政策ア

ドバイザー）

○吉永 亜矢さん
（特定社会保険労務士/社会保険労務士A＆S

パートナーズ代表）

アドバイザー

派遣費用

アドバイザー謝金・旅費無料

職場での研修にぜひ御活用ください！！

申込は下記フォームからお願いいたします。
https://ws.formzu.net/fgen/S17963192/
詳細は鹿児島県ホームページでもご覧頂けます。
https://www.pref.kagoshima.jp/ab15/genderequalityr6.html

申込・詳細

運営事務局 MBCサンステージ
TEL 099-255-6144 FAX 099-286-1161

鹿児島県男女共同参画室
TEL 099-286-2634 FAX 099-286-5541

お問い合わせ
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「鹿児島県女性活躍推進宣言企業」
に登録しましょう︕

対象
鹿児島県内に本社又は事業所がある，企業，事業所，法人，団体等です。

登録の流れ

①それぞれの状況に応じた
女性の活躍に資する内容の
取組を宣言

②鹿児島県男女共同参画
室へ申請書を提出

③申請内容を確認した上
で，宣言企業として登録

鹿児島県女性活躍推進宣言企業 検索ご登録は
こちらから

メリット １ メリット ２
◆県のホームページや広報誌
等に企業名等を掲載します︕

◆ハローワークの求人票に登
録企業である旨を記載できま
す︕

メリット ３

県女性活躍推進会議では，女性が働きやすい職場づくり，環境整備，制度の導入，登用や
採用目標などについて，それぞれの状況に応じた取組を宣言する企業を「鹿児島県女性活躍
推進宣言企業」として登録し，県のホームページや広報誌等を活用して，県民の皆様にPRす
ることにより，女性活躍推進に向けた取組を促進しています。
宣言企業に登録して、自社の取組を求職者等へアピールしましょう︕

女性活躍推進宣言企業とは

◆県主催のセミナー等で，
宣言する取組をＰＲします︕
◆県主催のセミナー，講演会
等の情報を提供します︕

◆登録企業限定の表彰制度が
あります︕
・県女性活躍推進優良企業知事表彰

◆「かごしま『働き方改革』推進
企業」の認定基準の１つです︕

○応募・問い合わせ先
〒８９０－８５７７ 鹿児島市鴨池新町１０－１
鹿児島県女性活躍推進会議事務局（鹿児島県男女共同参画局男女共同参画室）
TEL︓０９９－２８６－２６３４ FAX︓０９９－２８６－５５４１
E-mail︓harmony@pref.kagoshima.lg.jp

宣言企業

登録費用無料 登録に伴う義務・報告なし 会社の規模に条件なし

企業のイメージアップ︕
人材確保︕
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県ホームページ

 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
（令和７年度） 

 
あなたの労働に関する相談を，労働に関する知識や経験が豊富な県

労働委員会委員 【弁護士・大学教授等，労働組合役員，会社経営者
等】がお受けします。（秘密厳守，無料） 

内容によっては，当労働委員会がトラブル解決のお手伝いをする
「あっせん」制度を利用することもできます。 

 

※ 労働者・事業主のどちらでもお気軽にご相談ください。 

※ トラブルの内容を相談者に代わって相手方に伝えて指導等を行うものではありません。 

 ＜お問合せ・予約先＞ 

 鹿児島県労働委員会事務局（鹿児島市鴨池新町 10-１県庁 15 階） 

                   相談専用ダイヤル：099-286-3943  

時間：8 時 30 分～17 時 15 分（土・日・祝日・年末年始を除く。） 

     ＊ 事前申込みは不要ですが，お待たせしないために，事前予約をお勧めします。 

日     時 場     所 相談対応者 

１０月 １日（水） 
〔合同相談会〕 

午前 10 時 ～午後４時 
(受付：午後 3 時 30 分まで) 

 
 
県労働委員会（県庁 15 階） 

午前・県労働委員会委員 
・関係機関相談員 

(社労士会，県雇用労政課) 
午後・県労働委員会委員 

・関係機関相談員(労働局) 

１０月１９日（日） 
〔休日相談会〕 

午後１時 30 分～ 
午後４時 30 分 

(受付：午後 4 時まで) 

（鹿児島市鴨池新町 10－１） 

 
※ 来庁できない方は，電話 

 
 
・県労働委員会委員 

１０月２８日（火） 
〔定期相談会〕 

午後２時 30 分～午後５時 
(受付：午後 4 時 30 分まで) 
※ 毎月第４火曜日に開催 

相談もできます 

 

 

電話でも相談

できます！ 
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①改正安衛法等に係る特設ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/an-eihou/index_00001.html

②安全衛生政策全般の紹介
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/index.html

① ②

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/an-eihou/index_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/index.html
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発達障がいの特性の理解を深めていただき、その特性による職場での問題点を「事例性」としてとらえ、
本人が働く上で感じる「困りごと」を含めた、職場の「困りごと」に焦点を当てたマネジメントをご紹介します。

対象：産業医（日医認定産業医の単位取得はできません）、
保健師、看護師、心理相談員、衛生管理者、人事担当者 等

「メンタルヘルスと
発達障がい特性の理解について」

50名 (申込締切：1１/17（月）・先着順 ）

1２/５（金）1３:３0～16:30

井上 幸紀 先生
大阪産業保健総合支援センター産業保健相談員

大阪公立大学大学院医学研究科 神経精神医学 教授

第1部 1３:3５～１５：００

「発達特性を有する労働者の職場での事例性
に応じた対応と専門家との連携について」

永田 昌子 先生
福岡産業保健総合支援センター産業保健相談員

産業医科大学 医学部 両立支援室 室長

第２部 １５：０５～１６：３０

鹿児島さんぽセンターHP
もしくは 2次元コードから ▶▶▶

参加者には、セミナー資料として使用します「おとなの発達障がい
マネジメントハンドブック」を事前に郵送いたします（無料）

https://ssl.formman.com/t/eIQA/ 

独立行政法人労働者健康安全機構 鹿児島産業保健総合支援センター

電話番号 099-252-8002 E-mail info@kagoshimas.johas.go.jp

お申込

問合せ先
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県広報誌『労働かごしま』は無料でメール配信を行っております。配信登録していただきます

と，自動的に広報誌がメールに届きます。最新号をいち早く受け取ることができますので大変便

利です。メール配信を希望される方は、簡単な手続きで登録が可能です。 

ぜひ下記 URL または QR コードからお申し込みください！！ 

※メール配信希望登録の QR コードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。 

【URL】 https://shinsei.pref.kagoshima.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=4qLvKsIb 

 
【QR コード】                        

令和 7年度過労死等防止対策推進シンポジウムのご案内 

働くことは、生きること。仕事は、たいせつ。 

でも、働き過ぎて心や体の健康を損なうことは、絶対にあってはならないこと。 

どんなに時代や働き方が変化したとしても、それはあたりまえのこと。 

あなたの職場環境のこと、みんなで一緒に考え直してみませんか。 

「過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会へ」 

【労働かごしま】無料メール配信について 

＠鹿児島県ぐりぶー 

たくさんのお申込みお待ちしております！！ 
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事業主の皆様へ  

10 月は「年次有給休暇取得促進期間」です。年次有給休暇を取得しやすい環

境づくりに取り組みましょう。 

働き方・休み方の改善をこれからも継続的に行うためには、計画的な業務運営

や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度（※１）や、労働者の

様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇（※

２）の活用が効果的です。 

労使一体となって年次有給休暇を上手に活用するために、導入をご検討くだ

さい。 

 詳しくは、「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧いただくか、鹿児島労

働局雇用環境・均等室（099-223-8239）にお問い合わせください。 

 

（年次有給休暇取得促進特設サイト URL） 

https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/   

 

（※１）年次有給休暇の付与日数のうち、５日を除いた残りの日数については、

労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度で

す。 

（※２）年次有給休暇の付与は原則１日単位ですが、労使協定を締結すれば年５

日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。 
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